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現行 改正案 

Ⅱ－３－３ 保険募集態勢 

Ⅱ－３－３－２ 保険契約の締結及び保険募集 

 

（１）～（３） (略) 

（４）法第３００条第１項第６号関係 

 ①～② （略） 
 
（新設） 
 

Ⅱ－3－3 保険募集態勢 

Ⅱ－3－3－2 保険契約の締結及び保険募集 

 
 
（同左） 

 
 
③ 上記①～②については、「総合指針Ⅱ－3－3－2（5）＜生命保険契約の締結及び保険募集＞法第300条

第 1項第6号関係」及び「総合指針Ⅱ－3－3－6（5）＜損害保険契約の締結及び保険募集＞法第300 条

第1項第6号関係」に準じて取扱うものとする。 

 
 


